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2025年度第２回県本部消防担当者会議 
 

次    第 
 

 

日時：2025年３月７日（金）13時 30分～15時 40分 

 

13：30       開 会 

               （司会）上野 友里子 自治労本部法対労安局長 

 

13：30～13：35   本部あいさつ 

林  鉄兵 自治労本部総合労働局長 

 

13：35～13：40   全消協あいさつ 

須藤 洋典 全消協会長 

 

13：40～14：10   全消協報告「消防職員の処遇改善にむけた取り組み」 

川北 研人 全消協事務局長 

 

14：10～14：20   自治労提起 

「緊急消防援助隊出動における災害派遣手当の増額 

・創設の取り組み」 

上野 友里子 自治労本部法対労安局長 

 

14：20～14：45   質疑応答 

 

14：45～14：55   取り組み報告① 自治労高知県本部 

 

14：55～15：05   取り組み報告② 自治労大分県本部 

 

15：05～15：15   取り組み報告③ 福岡県消防行政研究会    

           

15：15～15：35   質疑応答 

 

15：35～15：40   まとめ 

林  鉄兵 自治労本部総合労働局長 

 

15：40       閉 会 



消
防

職
員

の
処

遇
改

善
に

む
け

た
取

り
組

み

2
0
2
5
年
度
第
２
回
自
治
労
県
本
部
消
防
担
当
者
会
議
（
2
0
2
5
年
３
月
７
日
）
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２

１
．

消
防

職
員

の
勤

務
時

間
問

題
に

つ
い

て

2



３

仮
眠
等

（
無
給
）

出
動

（
時
間
外
勤
務

手
当
）

仮
眠
等

（
無
給
）

勤
務
時
間

（
７
時
間
4
5
分
）

勤
務
時
間

（
７
時
間
4
5
分
）

休
憩
・
仮
眠
時
間
（
８
時
間
3
0
分
）

2
4
時
間
（
１
当
務
）

消
防
職
員
の
勤
務
時
間

１
当
務
24
時
間
拘
束
の
う
ち
、
15
時
間
30
分
が
正
規
の
勤
務
時
間
。
残
り
８
時
間
30
分
が
休
憩
・仮
眠
時
間
。
休
憩
・仮
眠
時
間
の
８
時

間
30
分
は
、
賃
金
の
支
払
い
対
象
に
な
っ
て
い
な
い

火
災
出
動
、
救
急
出
場
が
行
わ
れ
た

場
合
、
当
然
勤
務
時
間
と
な
る
が
、

消
防
本
部
に
よ
っ
て
は
、
休
憩
時
間

の
繰
り
上
げ
・
繰
り
下
げ
に
よ
り
、
時

間
外
勤
務
手
当
が
支
払
わ
れ
て
い

な
い
と
こ
ろ
も
あ
る

２
（２
）休
憩
時
間
の
繰
り
上
げ
、
繰
り
下
げ
等
に
よ
る
対
応

深
夜
の
火
災
出
動
等
に
よ
り
、
勤
務
を
余
儀
な
く
さ
れ
取
得
で
き
な
か
っ
た
休
憩
時
間
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の

正
規
の
勤
務
時
間
を
調
整
（勤
務
再
開
時
間
の
繰
り
下
げ
等
）す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
初
の
指
定
時
間
と
は
別
の
時
間
帯
に
振
り
替
え
る

運
用
を
行
う
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
。

こ
う
し
た
運
用
を
行
う
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
条
例
、
規
則
等
に
お
い
て
事
前
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
一
回
の
勤
務
に

お
け
る
所
定
の
勤
務
時
間
数
を
変
動
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
実
際
に
休
憩
時
間
と
し
て
取
得
で
き
な
か
っ
た
時
間
分
は
、
時
間

外
勤
務
と
し
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
り
、
割
増
さ
れ
た
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
こ
と
。

消
防
消
第
2
0
6
号
（
平
成
1
5
年
1
1
月
1
1
日
）
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無
賃
金
拘
束
時
間
問
題
と
は

日
本
の
消

防
職
員
の
休

憩
時
間
に

は
、
労
働

基
準

法
の

休
憩

付
与

原
則

の
う

ち
、

一
斉

付
与

と
自

由
利

用
の

原
則

が
適
用
除

外
。

消
防
職
場

に
お

け
る

休
憩

・
仮

眠
時

間
は
、

定
め

ら
れ

た
署

内
に

と
ど

ま
り

、
火

災
等
の

発
生

に
備
え

待
機
す
る

こ
と
と
さ

れ
て

い
る

つ
ま

り
、
使

用
者

の
指

揮
命

令
下

に
あ

り
、
か

つ
、
出

動
（

労
働

）
を

前
提

と
し

て
い
る

。 休
憩

・
仮

眠
時

間
は

労
働

時
間

と
し

て
認

め
ら

れ
て

い
な

い
！

※
使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
が
、
現
実
に
精
神
ま
た
は
肉
体
を
活
動
さ
せ
て
い
な
い
時
間
を
い
い
、
こ
の
手
待
時
間
は
、

当
然
に
労
働
時
間
に
含
ま
れ
る
も
の

し
か
し
、

４

休
憩
・
仮
眠
時
間
を
含
め
、
「
拘
束
時
間
＝
実
働
時
間
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
？

少
な
く
と
も
、
「
手
待
ち
時
間
」
※
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
？

4



総
務
省
消
防
庁
の
仮
眠
時
間
に
関
す
る
見
解
（
２
０
６
号
通
知
）

仮
眠
時
間
は
労
基
法
上
の
労
働
時
間
で
は
な
く
、
休
憩
時
間
に
当
た
る

①
消
防
職
員
は
仮
眠
中
、
指
令
係
員
等
が
、
1
1
9
番
に
よ
る
通
報
を
受
信
し
、
係
員
等

を
通
じ
て
業
務
命
令
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
勤
務
が
開
始
す
る
。

②
指
令
係
員
等
か
ら
の
業
務
命
令
は
、
「
公
務
の
た
め
に
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場

合
」
（
労
働
基
準
法
第
3
3
条
第
３
項
）
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
。

⇒
本

来
、

仮
眠

に
当

て
ら

れ
る

べ
き

時
間

中
に

何
ら

か
の

役
務

の
提

供
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
。

大
星

ビ
ル

事
件

判
決

の
事

案
と

は
考

え
方

が
異

な
る

。
本
当
に
そ

う
か
な
？

５

（
理
由
）
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６

大
星
ビ
ル
事
件
判
決

ビ
ル
管
理
会
社
の
従
業
員
と
し
て
ビ
ル
内
設
備
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
ら
が
、
泊
ま
り
勤
務
の
間
に
設
定

さ
れ
て
い
る
７
時
間
な
い
し
９
時
間
の
仮
眠
時
間
は
全
体
と
し
て
労
働
時
間
で
あ
る
の
に
、
泊
り
勤
務
手
当
お
よ
び
実
作
業
時
間
に
対

応
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
、
深
夜
就
業
手
当
し
か
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
従
業
員
が
ビ
ル
管
理
会
社
に
対
し
て
、
差
額
の
時
間

外
勤
務
手
当
等
の
支
払
い
を
求
め
た
事
案

労
基
法
32
条
の
労
働
時
間
と
は
、
労
働
者
が
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
に
置
か
れ
て
い
る
時
間
を
い
い
、
実
作
業
に
従
事
し
て
い
な
い

仮
眠
時
間
（以
下
「不
活
動
仮
眠
時
間
」）
が
労
基
法
上
の
労
働
時
間
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
労
働
者
が
不
活
動
仮
眠
時
間
に
お
い
て

使
用
者
の
指
揮
命
令
下
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
評
価
で
き
る
か
否
か
に
よ
り
客
観
的
に
定
ま
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
不

活
動
仮
眠
時
間
に
お
い
て
、
労
働
者
が
実
作
業
に
従
事
し
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
か
ら
離
脱
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
当
該
時
間
に
労
働
者
が
労
働
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
保
障
さ
れ
て
い
て
初
め
て
、
労
働
者
が
使
用
者
の
指
揮
命
令
下

に
置
か
れ
て
い
な
い
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
活
動
仮
眠
時
間
で
あ
っ
て
も
労
働
か
ら
の
解
放
が
保
障
さ
れ
て

い
な
い
場
合
に
は
労
基
法
上
の
労
働
時
間
に
あ
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
時
間
に
お
い
て
労
働
契
約
上
の
役
務
の
提
供

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
労
働
か
ら
の
解
放
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
労
働
者
は
使
用
者
の
指
揮

命
令
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
相
当
で
あ
る
。

仮
眠
時
間
中
、
労
働
契
約
に
基
づ
く
義
務
と
し
て
、
仮
眠
室
に
お
け
る
待
機
と
警
報
や
電
話
等
に
対
し
て
直
ち
に
相
当
の
対
応
を
す
る

こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
作
業
へ
の
従
事
が
そ
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
必
要
が
生
じ
る

こ
と
が
皆
無
に
等
し
い
な
ど
実
質
的
に
上
記
の
よ
う
な
義
務
付
け
が
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
事
情
も
存
し
な
い
。

よ
っ
て
、
本
件
仮
眠
時
間
は
全
体
と
し
て
労
働
か
ら
の
解
放
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
労
働
契
約
上
の
役
務
の
提
供
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
件
仮
眠
時
間
は
不
活
動
時
間
も
含
め
て
ビ
ル
管
理
会
社
の
指
揮
命
令
下
に
置
か
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
仮
眠
時
間
は
労
基
法
上
の
労
働
時
間
に
当
た
る
。
（平
成
14
年
２
月
28
日
最
高
裁
判
決
要
旨
）

判
決
内
容

6



７

尾
道
消
防
職
員
賃
金
未
払
請
求
事
件

尾
道
市
消
防
本
部
で
通
信
指
令
課
に
勤
務
し
て
い
た
原
告
が
、
24
時
間
勤
務
の
う
ち
休
憩
時
間
合
計
８
時
間
が
労
働
時
間
に
当
た
る
の

に
、
こ
れ
に
対
応
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
う
ち
一
部
が
支
払
わ
れ
た
に
と
ど
ま
る
と
し
て
、
尾
道
市
に
対
し
、
時
間
外
勤
務
手
当
の
残
額

を
求
め
た
事
案

○
労
働
基
準
法
32
条
の
労
働
時
間
と
は
、
労
働
者
が
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
に
置
か
れ
て
い
る
時
間
を
い
い
、
休
憩
時
間
（
不
活
動

時
間
）
で
あ
っ
て
も
労
働
か
ら
の
解
放
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
同
法
上
の
労
働
時
間
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

労
働
か
ら
の
解
放
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
当
該
休
憩
時
間
中
で
あ
っ
て
も
役
務
の
提
供
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
、

場
所
的
、
時
間
的
制
約
の
有
無
及
び
そ
の
程
度
の
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

○
（
省
略
）
休
憩
中
の
通
信
指
令
課
の
職
員
が
予
告
指
令
を
聞
い
て
通
信
指
令
室
に
集
ま
っ
た
の
は
、
指
令
台
勤
務
の
２
名
で
は
対
応

で
き
な
い
緊
急
の
事
態
が
あ
り
得
る
こ
と
に
備
え
て
任
意
に
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
回
数
も
月
１
回
程
度
で
し
か
な
い
。
）

そ
の
回
数
も
考
慮
す
れ
ば
、
予
告
指
令
を
受
け
て
通
信
指
令
室
に
集
合
し
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
、
休
憩
時
間
中
も
役
務
の
提
供
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
（そ
の
後
に
指
令
台
勤
務
に
つ
い
た
と
き
は
、
時
間
外
勤
務
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
。
） 前
記
認
定
し
た
事
実
関
係
の
下
お
い
て
、
本
件
休
憩
時
間
に
お
い
て
役
務
の
提
供
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
第
１
審
原
告
が
本
件

休
憩
時
間
中
も
使
用
者
の
労
働
指
揮
命
令
下
に
置
か
れ
て
い
た
、
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
に
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な

い
。
（平
成
23
年
８
月
26
日
広
島
高
裁
判
決
）

判
決
内
容

7



８

韓
国
の
消
防
職
員
の
勤
務
時
間
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９

仮
眠
時
間
の
取
り
扱
い 国
家
公
務
員

（
海
上
保
安
庁
職
員
）

無
給

警
察
職
員

（
地
方
公
務
員
）

無
給

※
毎
日
制
勤
務
職
員
に
は
、
宿
日
直
手
当

の
支
給
有
【警
視
庁
】

消
防
職
員

無
給

均
衡
の
原
則
（
地
公
法
2
4
条
第
２
項
）
に
よ
り
、
国
家
公
務
員
や

警
察
と
の
関
係
で
、
消
防
だ
け
異
な
る
取
り
扱
い
は
困
難
・
・
・

9



1
0

仮
眠
時
間
を
勤
務
時
間
に
す
れ
ば
、
大
幅
な
予
算
措
置
が
必
要

20
19
（令
和
元
）年
度
消
防
費
決
算
額
２
兆
92
0億
円
の
性
質
別
内
訳
は
、
人
件
費
１
兆
3,
88
0

億
円
（全
体
の
約
７
割
）
を
占
め
て
い
る
。

消
防
費
の
性
質
別
歳
出
決
算
額
の
推
移

無
賃
金
拘
束
時
間
の
解
消
は
財
政
問
題

勤
務
体
制
の
見
直
し
は
、
人
員
問
題
＝
財
政
問
題

日
本
の
消
防
で
、
仮
眠
時
間
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
大
幅
な
人
員
増
が
必
要

10



1
1

消
防
職
員
の
処
遇
改
善
を
求
め
る
取
り
組
み
の
進
め
方

一
気
に
、
休
憩
・
仮
眠
時
間
に
対
す
る
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
（
無
賃
金
拘
束
時
間
問
題
）
を
め
ざ
す
の
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。

大
目
標
と
し
て
掲
げ
つ
つ
、
実
現
可
能
性
を
考
慮
し
た
現
実
的
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
？

取 り 組 み の 困 難 度

易 難

○
出
動
時
の
超
過
勤
務
手
当
の
完
全
支
給

○
緊
急
消
防
援
助
隊
の
災
害
派
遣
手
当
の
増
額
／
創
設

○
全
消
防
本
部
に
お
け
る
公
安
職
給
料
表
の
導
入

○
休
憩
・
仮
眠
時
間
に
対
す
る
超
過
勤
務
手
当
の
支
給

○
２
部
制
勤
務
の
縮
小
・
廃
止
（
完
全
３
部
制
勤
務
）

○
2
4
時
間
勤
務
体
制
の
見
直
し

○
夜
間
勤
務
へ
の
定
額
手
当
（
宿
日
直
手
当
相
当
）
の
適
用

○
日
勤
勤
務
の
拡
充
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1
2

消
防
職
員
の
処
遇
改
善
に
む
け
た
対
策
委
員
会
の
設
置
（
案
）

【対
策
委
員
会
の
イ
メ
ー
ジ
】

メ
ン
バ
ー
：全
消
協
四
役
（須
藤
会
長
、
川
北
事
務
局
長
）

※
今
後
、
研
究
を
進
め
て
い
く
中
で
、
単
協
代
表
者
（１
～
２
人
）の
参
画
も
検
討

自
治
労
本
部
（林
総
合
労
働
局
長
、
上
野
法
対
労
安
局
長
）

自
治
労
顧
問
弁
護
士

吉
澤
公
務
労
協
相
談
役

事
務
局
（藤
岡
書
記
）

協
議
内
容
：
①
取
り
組
み
の
計
画
作
成

②
職
員
委
員
会
・措
置
要
求
へ
の
戦
略
検
討

③
訴
訟
の
検
討
（弁
護
士
の
助
言
を
得
な
が
ら
）

④
勤
務
体
制
（２
部
制
で
は
な
い
働
き
方
）
の
研
究

な
ど

12



1
3

２
．

消
防
職

員
委

員
会

の
活

用
に

つ
い

て

13



消
防

職
員

の
団
結

権
の

否
定

警
察
職
員

及
び
消
防

職
員

は
、

職
員

の
勤
務
条

件
の
維
持

改
善
を

図
る
こ
と

を
目
的

と
し

、
か

つ
、

地
方

公
共

団
体

の
当

局
と

交
渉

す
る

団
体

を
結

成
し

、
又

は
こ

れ
に

加
入

し
て

は
な

ら
な

い
（
地

公
法

52
条

第
５
項

）

消
防
職
員
委
員
会
と
は

Ｉ
Ｌ

Ｏ
8
7
号

（
1
9
4
8
年

の
結

社
の

自
由

及
び

団
結

権
保

護
）

条
約

第
９
条

１
こ

の
条

約
に
規
定

す
る
保
障
を
軍
隊
及
び

警
察
に

適
用
す
る

範
囲

は
、

国
内
法
令

で
定

め
る

。
２

国
際
労

働
機
関
憲

章
第
十
九
条
八
に
掲
げ
る

原
則

に
従
い
、

加
盟

国
に

よ
る
こ
の

条
約

の
批
准
は
、
こ
の
条
約
の
保
障
す
る
権
利
を

軍
隊
又
は
警
察
の
構
成
員
に
与
え
て

い
る

既
存
の

法
律
、
裁
定
、
慣
行
又
は
協
約
に

影
響
を

及
ぼ
す
も

の
と

み
な

さ
れ
な
い

。

1
9
6
5
年

日
本

批
准

（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
見
解
「
消
防
は
警
察
に
含
ま
れ
る
」
に
基
づ
く
）

そ
の
後
（

19
73
年
～
）
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
「
消
防
は
警
察
に
含
ま
れ
な
い
」
と
改
め
、
日
本
政
府
に
対
し
、
消
防
職

員
に
団
結

権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
と
る
べ
き
と
の
見
解
を
示
す
。

1
9
9
5
年

1
0
月

消
防

職
員

委
員

会
制

度
の

創
設

（
日

本
政

府
）

「
団

結
権

の
代

償
措

置
」

と
主

張
（

労
働

側
）

労
働

基
本

権
制

約
の

定
義

に
も

合
致

せ
ず

、
「

団
結

権
の

代
償

措
置

た
る

も
の

は
存

在
し

な
い

」

消
防

職
員
か

ら
の
意
見
を
広
く
求
め
る
こ
と

に
よ

り
、

消
防
職
員

間
の

意
思

疎
通
を
図
る
と
と
も
に
、
消
防
事
務
に
職
員
の
意
見
を
反
映
し
や
す
く
す
る
こ

と
に
よ

り
、

職
員
の
士
気
を
高
め
、
も
っ
て
消
防
事
務
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
る
こ
と

自
治
大
臣
と
自
治
労
と
の
間
で
、
消
防
職
員
委
員
会
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
合
意
し
、
消
防
組
織
法
を
改
正

1
4
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①
消
防
職
員
委
員
会
は
、

団
結
権
の
代
償
措
置
で
は
な
い

し
か
し
、

②
消
防
職
員
委
員
会
は
、
消
防
組
織
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る

消
防
職
員
の
権
利
。
国
が
認
め
る
職
員
の
発
言
を
保
障
す
る
手
段
！

全
消
協
の
考
え
方

消
防
職
員
委
員
会
を
最
大
限
活
用
し
、
職
場
や
処
遇
の
改
善
に
つ
な
げ
る

委
員
会
の
活
用
は
団
結
権
が
付
与
さ
れ
る
未
来
に
む
け
た
労
使
交
渉
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
効
果
も
！

大
前
提

制
度
を
活
用

し
な
い
と
損

だ
よ
！
！

1
5
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大
規
模
災
害
時
の
緊
急
消
防
援
助
隊
の
出
動
で
支
給
さ
れ
る
特
殊
勤
務
手
当
の
額
や
支
給
条
件
は
消
防
本
部
毎
に
取
り

扱
い
が
異
な
る
実
態
。
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
払
い
も
消
防
本
部
毎
に
格
差
が
生
じ
て
い
る
。

1
6
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全
消

協
は
、

地
方

公
務
員

法
が

規
定

す
る

給
与

の
均

衡
の

原
則

に
反

す
る

消
防

本
部

間
の
格

差
解

消
と
同
一

労
働

同
一

賃
金

の
実
現

に
む

け
た

、
処

遇
改

善
に

取
り

組
み

ま
す

。

全
消
協
の
取
り
組
み

単
協
は
、
消
防
本
部
間
の
格
差
解
消
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。
と
り
わ
け
大
規
模
災
害
に
お
け
る

「
災

害
派

遣
手

当
」

の
増

額
（

最
低

目
標

：
日

額
2
,
1
6
0
円

）
、

時
間

外
勤

務
手

当
の

支
払

い
な

ど
の

処
遇

改
善

な
ど

を
求

め
、

消
防

職
員

委
員

会
に

意
見

を
提

出
し
ま
す
。

単
協
の
取
り
組
み

消
防
職
員
委
員
会
を
最
大
限
活
用
し
、
処
遇
の
改
善
に
つ
な
げ
よ
う

自
治
労
と
連
携
し
た
全
消
協
の
取
り
組
み

①
単

組
は

、
単
協
に
お
け
る
消
防
職
員
委
員
会
へ
の
意
見
提
出
や
議
会
へ
の
働
き
か
け
の
取
り
組
み
を
支
援
し
ま
す
。
と
く
に
、

消
防

職
員

委
員

会
の

審
議

結
果

を
消

防
長

が
尊

重
す

る
こ

と
を

求
め

る
と

と
も

に
、

手
当

支
給

に
む

け
て

首
長

部
局

お
よ

び
議

会
へ

の
働

き
か

け
を
行
い
ま
す
。

②
県

本
部
は
、
単
組
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
単
協
の
取
り
組
み
を
支

援
し
ま
す
。
ま
た
、

消
防

職
員

委
員

会
で

意
見

提
出

し
た

項
目

に
つ

い
て

、
確

定
闘

争
期

に
お

け
る

自
治

体
要

求
項

目
に

も
盛

り
込

む
こ

と
と

し
、

単
組

は
単

協
と

と
も

に
当

局
に

要
求

を
行

い
ま
す
。

自
治
労
の
取
り
組
み

1
7
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1
8

全
消
協
「
緊
急
消
防
援
助
隊
と
し
て
出
動
し
た
消
防
職
員
に
対
す
る
特
殊
勤
務
手
当
の
改
正
等
に
関
す

る
消
防
職
員
委
員
会
の
意
見
提
出
の
取
り
組
み
実
態
調
査
」
回
答
結
果
（
1
7
5
単
協
回
答
／
1
8
3
単
協
）

◆
提
出
し
た
単
協
は
２
割
。
７
割
の
単
協
で
意
見
提
出
し
て
い
な
い

【
提
出
し
た
単
協
】

◆
約
９
割
で
審
議
対
象
と
な
り
、
そ
の
う
ち
約
８
割
弱
の
単
協
で
委
員
会
の
審
議
結
果
は
「
実
施
が
適
当
」

結
果
の
概
要

（
意
見
提
出
状
況
）

（
「
提
出
し
た
」
の
回
答
の
う
ち
の
審
議
取
扱
い
）

（
「
提
出
し
た
」
の
回
答
の
う
ち
の
委
員
会
の
審
議
結
果
）

18



1
9

【
提
出
し
た
単
協
】

◆
消
防
長
の
処
置
結
果
は
「
実
施
を
検
討
」
が
約
２
割
、
「
実
施
に
向
け
て
検
討
」
が
約
５
割

◆
約
６
割
弱
の
単
協
が
「
手
当
の
創
設
」
、
約
４
割
で
「
手
当
の
増
額
」

◆
消
防
職
員
委
員
会
の
活
用
は
、
約
８
割
で
「
活
用
し
て
い
る
」

結
果
の
概
要

（
消
防
長
の
処
置
結
果
）

（
単
協
の
消
防
職
員
委
員
会
の
活
用
状
況
）

（
条
例
・
規
則
改
正
の
結
果
の
改
善
内
容
）

3
0
年
以
内
に
首
都
直
下
地
震
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
災

害
（
M
７
ク
ラ
ス
）
が
発
生
す
る
確
率
は
7
0
％
！
！

い
つ
大
災
害
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
今
ま
さ
に
起

こ
る
か
も
し
れ
な
い
状
況
な
の
に
、
災
害
派
遣
手
当
の

増
額
・
創
設
を
し
な
く
て
い
い
の
か
！
？
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2
0

３
．

国
際

連
帯

活
動

に
つ

い
て
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全
消
協
と
韓
国
・
公
労
総
消
防
労
組
と
の
定
期
交
流

20
24
年
度
：
20
24
年
３
月
18
～
2
1日
実
施
済

20
25
年
度
：公
労
総
消
防
労
組
が
来
日
（５
～
６
月
頃
を
予
定
）

20
26
年
度
：全
消
協
が
訪
韓

20
27
年
度
：公
労
総
消
防
労
組
が
来
日

４
年
間
交
流
を
実
施
予
定

20
06
年
５
月

消
防
発
展
協
議
会
を
３
人
で
結
成

20
20
年
４
月

消
防
公
務
員
を
国
家
職
に
統
一

20
20
年
６
月

職
場
協
議
会
の
結
成

20
21
年
７
月

公
務
員
労
働
組
合
法
の
改
正
に
よ
り
、

消
防
公
務
員
の
労
組
加
入
を
保
障

（団
結
権
・団
体
交
渉
権
の
付
与
）

韓
国
・
公
労
総
消
防
労
組
結
成
ま
で
の
経
過

【
労
組
結
成
後
主
な
成
果
】

（１
）
コ
ロ
ナ
対
応
救
急
隊
員
の
医
療
業
務
手
当
の
確
保

（２
）
消
防
公
務
員
の
公
務
災
害
に
対
す
る
国
家
立
証
責
任
「公
傷
推
定
法
」法

案
準
備

（３
）
救
助
救
急
活
動
費
10
0％
引
き
上
げ

（４
）
消
防
公
務
員
殉
職
事
故
調
査
団
へ
の
参
加

（５
）
消
防
公
務
員
の
火
傷
の
公
務
災
害
時
、
介
護
費
の
引
き
上
げ

2
1
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１
．
団
結
権
付
与
後
の
消
防
・
救
急
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響

韓
国
政
府
も
消
防
公
務
員
に
労
働
組
合
を
容
認
す
る
際
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の
悪
影
響
を
懸
念
し
た
が
、
労
働
組
合
結
成
後
の
３
年
間
、

長
年
解
決
で
き
な
か
っ
た
手
当
の
改
善
を
は
じ
め
、
消
防
公
務
員
の
処
遇
を
改
善
す
る
法
案
が
作
ら
れ
、
消
防
庁
は
労
働
組
合
の
必
要
性

を
認
め
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
み
て
い
る
。
消
防
・
救
急
業
務
へ
の
悪
影
響
は
な
く
、
よ
り
多
く
の
肯
定
的
な
面
が
あ
る
。

２
．
消
防
公
務
員
の
勤
務
体
制

３
組
１
交
替
勤
務
体
制
（
2
0
2
3
年
～
現
在
）

月
1
0
日
勤
務
、
総
勤
務
時
間
2
4
0
時
間

長
年
、
消
防
公
務
員
が
希
望
し
て
い
た
勤
務
体
制
が
実
現
！

３
．
消
防
公
務
員
の
勤
務
時
間
の
取
り
扱
い

交
替
制
勤
務
の
消
防
公
務
員
は
、
昼
食
時
間
、
夕
食
時
間
、
仮
眠
時
間
、
休
憩
時
間
、
交
代
勤
務
時
間
（
引
継
ぎ
時
間
）
も
す
べ
て
労
働
時

間
と
認
定
さ
れ
、
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

４
．
消
防
公
務
員
の
賃
金

・
2
0
2
0
年
４
月
の
国
家
職
化
以
前
か
ら
、
警
察
公
務
員
と
同
じ
給
料
表
を
使
用
。
2
0
2
3
年
に
は
警
察
・
消
防
の
給
料
表
は
公
安
職
水
準

に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
2
0
2
3
年
の
公
務
員
の
平
均
所
得
金
額
は
5
4
4
万
₩
（
円
換
算
で
6
0
4
,2
7
1
円
相
当
）

・
特
殊
勤
務
手
当
は
、
火
災
鎮
火
手
当
（
火
災
隊
員
に
８
万
₩
（
約
9
,0
0
0
円
）
支
給
）
と
救
助
救
急
活
動
費
（
救
急
業
務
と
救
助
業
務
に
2
0

万
₩
（
約
2
2
,5
0
0
円
）
支
給
）

2
0
2
4
年
度
交
流
報
告

2
2

＜
韓
国
消
防
職
員
の
現
状
に
つ
い
て
＞
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５
．
女
性
消
防
公
務
員
の
状
況

・消
防
公
務
員
全
体
66
,6
59
人
の
う
ち
女
性
公
務
員
は
6
,6
5
5
人
、
女
性
割
合
は
9
.9
8
％

（日
本
は
約
16
万
人
の
消
防
職
員
の
う
ち
女
性
は
5,
58
5人
、
女
性
割
合
は
3.
4
％
）

・女
性
公
務
員
の
担
当
業
務
の
７
割
は
行
政
事
務
（
管
理
・
状
況
管
理
）
に
従
事
。
救
急
隊
22
％
、
火
災
消
化
隊
4.
3％
、
救
助
隊
0.
1％

・女
性
の
専
門
性
は
、
と
く
に
救
急
隊
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る

・現
在
、
消
防
公
務
員
の
採
用
試
験
で
課
さ
れ
る
体
力
検
査
の
評
価
基
準
は
男
女
別
。
2
0
2
7
年
か
ら
は
男
女
同
一
の
体
力
検
査
基
準
に
統
一

・ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
社
会
の
厳
し
い
視
線
も
あ
り
、
男
性
も
注
意
し
て
い
る
。
現
在
は
消
防
本
部
の
「
監
察
」
で
苦
情
処
理
を
対
応

・結
婚
で
辞
め
る
女
性
公
務
員
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い

６
．
ユ
ー
ス
世
代
の
状
況

・消
防
公
務
員
の
年
齢
構
成
は
、
3
0
歳
が
5
.1
5
％
と
最
も
多
い
。
年
代
別
に
は
、
20
代
21
.3
％
、
3
0代
35
.8
1％
、

4
0代
23
.9
4％
、
50
代
18
.9
5％
で
、
M
Z
世
代
（
2
0
代
、
3
0
代
）
が
全
体
の
5
7
.1
1
％
を
占
め
て
い
る
。

→
若
い
世
代
に
偏
っ
て
お
り
、
若
い
世
代
と
既
存
世
代
の
葛
藤
・対
立
が
あ
る
ほ
か
、
将
来
定
年
の
年
代
に
か

か
る
頃
、
こ
の
世
代
が
一
気
に
抜
け
る
年
齢
構
成
不
均
衡
に
よ
る
リ
ス
ク
も
あ
る
。

・消
防
公
務
員
の
退
職
率
は
、
定
年
退
職
も
含
め
た
55
～
60
歳
の
離
職
率
が
１
番
高
く
、
２
番
目
は
若
年
世
代

・
2
5
～
4
0
歳
の
消
防
公
務
員
の
離
職
率
は
約
3
2
％

→
賃
金
の
低
さ
を
理
由
と
す
る
離
職
が
高
い
こ
と
か
ら
、
消
防
労
組
と
し
て
は
、
若
い
世
代
の
賃
上
げ
幅
を
厚
く

す
る
な
ど
、
若
年
層
に
焦
点
を
絞
り
、
賃
金
交
渉
を
実
施
。
2
0
2
2
～
2
0
2
4
年
ま
で
の
公
務
員
賃
金
引
き
上
げ

で
一
定
効
果
あ
り
。

国
民
で
あ
れ
、
同
僚
で
あ
れ
、
労
働
者
で
あ
れ
、
そ
の
痛
み
を
感
じ
た
時
は
自
分
の
痛
み
と
な
る
。
私
の
労
組
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
、
自
分
の
才
能
で
も
環
境
で
も
な
く
、
他
人
の
痛
み
に
共
感
し
、
そ
れ
が
原
動
力
と
な
っ
て
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
何
か
を

や
ろ
う
と
す
る
時
、
５
分
だ
け
我
慢
し
よ
う
。
諦
め
な
い
。
諦
め
な
け
れ
ば
、
い
つ
か
そ
れ
が
で
き
る
時
期
が
来
る
。

2
0
2
4
年
度
交
流
報
告

2
4
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2
4

４
．

ま
と

め
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全
消
協
の
活
動

消
防
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

と
職
場
環
境
・
処
遇
の
改
善

全
消
協
の
取
り
組
み

団
結
権
の
獲
得

全
消
協
は
、
単
協
・
県
消
協
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
、
消
防
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と

職
場
環
境
・
処
遇
の
改
善
、
団
結
権
の
獲
得
に
取
り
組
み
ま
す
。

消
防
庁
要
請

消
防
職
員
委
員
会

を
活
用
し
た
統
一

の
取
り
組
み

韓
国
と
の

定
期
交
流

IL
O
議
長

集
約
の
定

期
協
議

P
S
I活

動

S
N
S
で
の

発
信

各
種
行
事

自
治
労
消
防
政

策
議
員
懇
談
会

と
の
連
携

自
治
労
・
公
務

労
協
・
連
合
と

の
連
携

処
遇
改
善
に
む

け
た
対
策
委
員

会
で
の
検
討

2
5
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単
協
活
動

国
際

活
動

国
内

活
動

全
消
協
連
帯
活
動
の
重
要
性

（
全
消
協
の
活
動
目
的
と
、
手
段
・
行
動
）

団
結
権
の
獲
得

2
6

職
場
環
境
・
処
遇
の
改
善

26



緊
急
消
防
援
助
隊
出
動
に
お
け
る
災
害

派
遣
手
当
の
増
額
・
創
設
の
取
り
組
み

2
0
2
5
年
度
第
２
回
自
治
労
県
本
部
消
防
担
当
者
会
議
（
2
0
2
5
年
３
月
７
日
）
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全
消
協
は
、
地
方
公
務
員
法
が
規
定
す
る
給
与
の
均
衡
の
原
則
に
反
す
る
消
防
本
部
間
の
格
差
解
消
と
同
一
労
働
同

一
賃
金
の
実
現
に
む
け
た
、
処
遇
改
善
に
取
り
組
み
ま
す
。

全
消
協
の
取
り
組
み

単
協
は
、
消
防
本
部
間
の
格
差
解
消
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。
と
り
わ
け
大
規
模
災
害
に
お
け
る
「
災
害
派

遣
手
当
」
の
増
額
（
最
低
目
標
：
日
額
2
,
1
6
0
円
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
払
い
な
ど
の
処
遇
改
善
な
ど
を
求
め
、
消
防
職
員
委
員

会
に
意
見
を
提
出
し
ま
す
。

単
協
の
取
り
組
み

消
防
職
員
委
員
会
を
最
大
限
活
用
し
、
処
遇
の
改
善
に
つ
な
げ
よ
う

自
治
労
と
連
携
し
た
全
消
協
の
取
り
組
み

①
単
組
は
、
単
協
に
お
け
る
消
防
職
員
委
員
会
へ
の
意
見
提
出
や
議
会
へ
の
働
き
か
け
の
取
り
組
み
を
支
援
し
ま
す
。
と
く
に
、

消
防
職
員
委
員
会
の
審
議
結
果
を
消
防
長
が
尊
重
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
手
当
支
給
に
む
け
て
首
長
部
局
お
よ
び
議
会

へ
の
働
き
か
け
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
年
度
後
半
に
委
員
会
を
開
催
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
翌
年
度
４
月
以
降
の
委
員
会
開
催

の
機
会
に
取
り
組
み
ま
す
。

②
県
本
部
は
、
単
組
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
単
協
の
取
り
組
み
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、
消
防
職
員
委
員
会
で
意
見
提
出
し
た
項

目
に
つ
い
て
、
自
治
体
要
求
項
目
に
も
盛
り
込
む
こ
と
と
し
、
単
組
は
単
協
と
と
も
に
当
局
に
要
求
を
行
い
ま
す
。

自
治
労
の
取
り
組
み

2
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支
援

自
治
労

全
消
協

県
消
協

単
協

県
本
部

単
組

自
治
労
・
全
消
協
の
連
携
し
た
取
り
組
み

消
防
職
員
委
員
会

審
議
結
果
を
消
防
長
に
提
出

消
防
長

首
長
部
局

消
防
長
が
「
実
施
が
適
当
」
と

判
断
し
た
場
合
、
首
長
部
局

と
予
算
折
衝
す
る
こ
と
に
な
る

自
治
体
議
員

首
長
部
局
へ
の
働
き
か
け

地
方
議
会
で
の
質
問

消
防
職
員

意
見
提
出

支
援

3
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4

自
治
労
2
0
2
4
確
定
闘
争
の
取
り
組
み
結
果

要
求
項
目
「
（
９
）
緊
急
消
防
援
助
隊
の
災
害
派
遣
手
当
の
増
額
を
は
か
る
こ
と
」

9
5
単
組
で
要
求
提
出
（
5
.8
％
）
／
1
,6
2
2
単
組

（県
１
、
都
市
50
、
町
村
42
、
事
務
組
合
・広

域
連
合
１
）

「今
回
、
前
進
回
答
あ
り
」

８
単
組
（
2
.6
％
）

（内
訳
）

【都
市
（７
）
】北

上
市
職
（岩

手
）、
海
老
名
市
職
（神

奈
川
）、
塩
尻
市
職
（長

野
）、
庄
原
市
職
（広

島
）、
香
南
市
職
労
（
高
知
）
、

行
橋
市
職
労
（福

岡
）、
柳
川
市
職
労
（福

岡
）

【町
村
（１
）
】日

南
町
職
労
（鳥

取
）

要
求
し
た

今
回
、
前
進
回
答
あ
り

低
調
な
取
り
組
み
、
自
治
労
単
組
と
全
消
協
単
協
の
連
携
が
課
題
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自
治
労
と
全
消
協
の
連
携
と
は
？

２
．
県
本
部
に
お
け
る
消
防
担
当
役
員
・
書
記
の
配
置
な
ど
の
体
制
整
備

３
．
県
消
協
・
単
組
と
の
連
携

消
防
職
員
に
は
団
結
権
が
な
い
た
め
、
現
状
で
は
労
働
組
合
を
結
成
・
加
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
団
結
権
が
付
与
さ
れ
た
際
に
は
、
消
防
職
員
を
自
治
労
組
合
員
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
よ
う
、
現
段

階
か
ら
日
常
的
に
信
頼
関
係
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
！
！

・
担
当
役
員
お
よ
び
書
記
を
配
置
し
、
県
消
協
・単

協
と
の
日
常
的
に
連
携
を
は
か
り
、
消
防
課
題
の
把
握
と
解
決
に
取
り
組
む
。

・
県
本
部
会
計
に
消
防
対
策
費
を
予
算
化
す
る
な
ど
、
県
消
協
・単

協
の
取
り
組
み
を
支
援
す
る
。

・
本
部
が
開
催
す
る
自
治
労
県
本
部
消
防
担
当
者
会
議
に
参
加
し
、
全
消
協
課
題
・方

針
を
把
握
し
、
県
消
協
・単

協
の
取
り
組

み
に
活
か
す
。

5

・
県
消
協
・単

組
か
ら
の
日
常
的
な
相
談
に
対
応
し
、
法
律
的
・
運
動
的
側
面
か
ら
の
助
言
・指

導
を
行
う
。

・
消
防
職
員
委
員
会
の
意
見
提
出
に
つ
い
て
、
県
本
部
は
単
組
と
連
携
し
、
消
防
長
に
対
す
る
消
防
職
員
委
員
会
の
審
議
結
果

の
働
き
か
け
や
首
長
部
局
お
よ
び
議
会
へ
の
働
き
か
け
を
行
う
。

１
．
県
本
部
・
単
組
方
針
へ
の
消
防
対
策
の
明
記

・
県
本
部
・単

組
方
針
に
消
防
対
策
を
盛
り
込
み
、
県
消
協
・単

組
と
取
り
組
み
の
連
携
を
は
か
る
。
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当
面
の
取
り
組
み
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
2
0
2
5
年
３
～
９
月
）

消
防
長
に
対
す
る
消
防
職
員
委
員
会
の
審
議
結
果
の
働
き
か
け

2
0
2
5
年

県
消
協

自
治
労

全
消
協

2
0
2
4
年
度
消
防
職
員
委
員
会
の
開
催
（
後
期
）

首
長
部
局
お
よ
び
議
会
へ
の
働
き
か
け

20
25
度
消
防
職
員
委
員
会
の
開
催
（
前
期
）

◆
「
災
害
派
遣
手
当
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
増
額
・
創
設
、

時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
」
の
意
見
提
出
（
20
24
年
度
前
半

に
未
提
出
の
場
合
）

◆
「
災
害
派
遣
手
当
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
増
額
・
創
設
、
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
」
の
意
見
提
出

（
20
24
年
度
未
提
出
の
場
合
。
６
月
、
９
月
議
会
で
の
質
問
を
視
野
）

◆
「
出
動
時
の
超
過
勤
務
手
当
の
完
全
支
給
」
や
通
常
時
の
「
出
動
手
当
」
増
額
な
ど

【
単
協
代
表
者

会
議
2/
1
8～

1
9】

消
防
職
員
の
処

遇
改
善
の
取
り

組
み
の
提
起
・

周
知

全
消
協

参 議 院 議 員 選 挙

消
防
庁
要
請

行
動

全
消
協

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

6

単
協

単
組

消
防
職
員
の
処
遇
改
善
に
む
け
た
対
策
委
員
会

全
消
協

県
本
部
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